
昭和三⼗五年建設省令第⼗号
住宅地区改良法施⾏規則

別表第⼀ 住宅（鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住
宅を除く。）の不良度の測定基準

（い） （ろ） （は） （に） （ほ）

評定区分 評定項⽬ 評定内容 評点 最⾼評
点

⼀ 構造⼀般の
程度

（⼀）基礎 イ 構造耐⼒上主要な部分である基礎が⽟⽯であるもの １０ ５０

ロ 構造耐⼒上主要な部分である基礎がないもの ２０

（⼆）柱 構造耐⼒上主要な部分である柱の最⼩径が七・五センチメー
トル未満のもの

２０

（三）外壁⼜
は界壁

外壁の構造が粗悪なもの⼜は各⼾の界壁が住⼾の独⽴性を確
保するため適当な構造でないもの

２５

（四）床 主要な居室の床の⾼さが四⼗五センチメートル未満のもの⼜
は主要な居室の床がないもの

１０

（五）天井 主要な居室の天井の⾼さが⼆・⼀メートル未満のもの⼜は主
要な居室の天井がないもの

１０

（六）開⼝部 主要な居室に採光のために必要な開⼝部がないもの １０

⼆ 構造の腐朽
⼜は破損の
程度

（⼀）床 イ 根太落ちがあるもの １０ １００

ロ 根太落ちが著しいもの⼜は床が傾斜しているもの １５

（⼆）基礎、
⼟台、柱⼜は
はり

イ 柱が傾斜しているもの、⼟台⼜は柱が腐朽し、⼜は破損
しているもの等⼩修理を要するもの

２５

ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、は
りが腐朽し、⼜は破損しているもの、⼟台⼜は柱の数ケ所に
腐朽⼜は破損があるもの等⼤修理を要するもの

５０

ハ 基礎、⼟台、柱⼜ははりの腐朽、破損⼜は変形が著しく
崩壊の危険のあるもの

１００

（三）外壁⼜
は界壁

イ 外壁⼜は各⼾の界壁の仕上材料の剝落、腐朽⼜は破損に
より、下地の露出しているもの

１５

ロ 外壁⼜は各⼾の界壁の仕上材料の剝落、腐朽⼜は破損に
より、著しく下地の露出しているもの⼜は壁体を貫通する⽳
を⽣じているもの

２５

（四）屋根 イ 屋根ぶき材料の⼀部に剝落⼜はずれがあり、⾬もりのあ
るもの

１５

ロ 屋根ぶき材料に著しい剝落があるもの、軒の裏板、たる
⽊等が腐朽したもの⼜は軒のたれ下つたもの

２５

ハ 屋根が著しく変形したもの ５０

三 防⽕上⼜は
避難上の構
造の程度

（⼀）外壁 イ 延焼のおそれのある外壁があるもの １０ ５０

ロ 延焼のおそれのある外壁の壁⾯数が三以上あるもの ２０
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（⼆）防⽕
壁、界壁等

イ 防⽕上必要な防⽕壁、各⼾の界壁、⼩屋裏隔壁等が不備
であるため防⽕上⽀障があるもの

１０

ロ 防⽕上必要な防⽕壁、各⼾の界壁、⼩屋裏隔壁等が著し
く不備であるため防⽕上危険があるもの

２０

（三）屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの １０

（四）廊下、
階段等

イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため避難
上⽀障があるもの

１０

ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるた
め避難上危険があるもの

２０

四 電気設備 （⼀）主要な
居室の電灯

主要な居室に電灯がないもの ２０ ３０

（⼆）共⽤部
分の電灯

共同住宅の共⽤部分に電灯がないもの １０

五 給⽔設備 （⼀）⽔栓の
位置

⽔栓⼜は井⼾が⼾内にないもの １０ ３０

（⼆）給⽔源 イ 井⼾⽔を直接利⽤するもの １５

ロ ⾬⽔等を直接利⽤するもの ３０

（三）⽔栓の
使⽤⽅法

イ ⽔栓を共⽤するもの １０

ロ ⽔栓を⼗⼾以上で共⽤するもの ２０

六 排⽔設備 （⼀）汚⽔ イ 汚⽔の排⽔端末が吸込みますであるもの １０ ３０

ロ 汚⽔の排⽔設備がないもの ２０

（⼆）⾬⽔ ⾬樋がないもの １０

七 台所 （⼀）台所の
有無

台所がないもの⼜は仮設のもの ３０ ３０

（⼆）台所の
設備

イ 台所内に⽔栓がないもの⼜は流しに排⽔接続がないもの １０

ロ 台所内に⽔栓がなく流しに排⽔接続がないもの ２０

（三）台所の
使⽤⽅法

イ 台所を共⽤するもの １０

ロ 台所を⼗⼾以上で共⽤するもの ２０

⼋ 便所 （⼀）便所の
有無

便所がないもの⼜は仮設のもの ３０ ３０

（⼆）便所の
位置

便所が⼾内にないもの １０

（三）便槽の
形式

イ 便槽が改良便槽であるもの ５

ロ 便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるもの １０

（四）便所の
使⽤⽅法

イ 便所を共⽤するもの １０

ロ 便所を⼗⼾以上で共⽤するもの ２０
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備考 ⼀の評定項⽬につき該当評定内容が⼆⼜は三ある場合においては、当該評定項⽬についての評点は、該当評定
内容に応ずる各評点のうち最も⾼い評点とする。

別表第⼆ 鉄筋コンクリート造の住宅の不良度の測定基準

（い） （ろ） （は） （に） （ほ）

評定区分 評定項⽬ 評定内容 評点 最⾼評
点

⼀ 構造⼀般の
程度

（⼀） 基礎 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないも
の

３０ ６０

（⼆） 柱及び耐
⼒壁の配置

柱及び耐⼒壁の全体の配置が構造耐⼒上適当でないもの １５

（三） 柱及び耐
⼒壁の断⾯積

イ ⼀階の柱及び耐⼒壁の断⾯積から算出される強度指
標Ｃが〇・四以上〇・六未満のもの

２０

ロ ⼀階の柱及び耐⼒壁の断⾯積から算出される強度指
標Ｃが〇・四未満のもの

４０

（四） 外壁⼜は
界壁

外壁の構造が粗悪なもの⼜は各⼾の界壁が住⼾の独⽴性
を確保するため適当な構造でないもの

２５

（五） 増築が⾏
われた外壁⼜は屋
根

増築が⾏われた外壁（屋外側に増築が⾏われたものに限
る。）⼜は屋根が適当な構造でないもの

３０

（六） 床 イ 最下階の主要な居室の床の構造が⽊造である場合に
おける床の⾼さが四⼗五センチメートル未満のもの⼜は
最下階の床以外の床が適当な構造でないもの

１０

ロ 最下階の主要な居室の床の構造が⽊造である場合に
おける床の⾼さが四⼗五センチメートル未満で最下階の
床以外の床が適当な構造でないもの

２０

（七） 天井 主要な居室の天井の⾼さが⼆・⼀メートル未満のもの⼜
は主要な居室の天井がないもの

１０

（⼋） 開⼝部 主要な居室に採光のために必要な開⼝部がないもの １０

⼆ 構造の劣化
⼜は破損の
程度

（⼀） 床 イ 構造耐⼒上⽀障のあるひび割れがあるもの、漏⽔が
あるもの等⼩修理を要するもの

１０ ８０

ロ たわみ⼜は変形があるもの、さび汁が⽬⽴つもの、
コンクリートの剝離があるもの等中規模の修理を要する
もの

１５

ハ たわみ⼜は変形が⼤きいもの、鉄筋が露出しさびが
あるもの、コンクリートの剝離が多くあるもの等⼤修理
を要するもの

２５

（⼆） 基礎、
柱、はり⼜は耐⼒
壁

イ 構造耐⼒上⽀障のあるひび割れがあるもの、漏⽔が
あるもの等⼩修理を要するもの

１５

ロ 変形⼜は不同沈下があるもの、さび汁が⽬⽴つも
の、コンクリートの剝離があるもの等中規模の修理を要
するもの

２０

ハ 変形⼜は不同沈下が⼤きいもの、鉄筋が露出しさび
があるもの、コンクリートの剝離が多くあるもの等⼤修
理を要するもの

４０



ニ 変形⼜は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの ８０

（三） 壁（耐⼒
壁を除く。）

イ 構造耐⼒上⽀障のあるひび割れがあるもの、漏⽔が
あるもの等⼩修理を要するもの

１０

ロ 変形があるもの、さび汁が⽬⽴つもの、コンクリー
トの剝離があるもの等中規模の修理を要するもの

１５

ハ 変形が⼤きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、
コンクリートの剝離が多くあるもの等⼤修理を要するも
の

２５

（四） 外壁 イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剝落の恐れのあるもの １５

ロ 外壁の仕上材料が剝落し危害を⽣ずるおそれのある
もの

２５

（五） 屋根 イ 構造耐⼒上⽀障のあるひび割れがあるもの⼜は防⽔
材料の劣化、屋上部分の破損等により⾬もりのあるもの

１０

ロ たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が⽬⽴つも
の⼜はコンクリートの剝離があるもの

１５

ハ たわみ若しくは変形が⼤きいもの⼜は鉄筋が露出し
さびがあるもの

２５

三 防⽕上⼜は
避難上の構
造の程度

（⼀） 外壁、開
⼝部等

イ 外壁若しくは屋根の構造⼜は開⼝部の防⽕設備が不
備であるため防⽕上⽀障があるもの

１５ ６０

ロ 外壁若しくは屋根の構造⼜は開⼝部の防⽕設備が著
しく不備であるため防⽕上危険があるもの

３０

（⼆） 防⽕区
画、界壁等

イ 防⽕上必要な防⽕区画、各⼾の界壁、⼩屋裏隔壁等
が不備であるため防⽕上⽀障があるもの

１５

ロ 防⽕上必要な防⽕区画、各⼾の界壁、⼩屋裏隔壁等
が著しく不備であるため防⽕上危険があるもの

３０

（三） 廊下、階
段等

イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため
避難上⽀障があるもの

１５

ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であ
るため避難上危険があるもの

３０

四 電気設備 （⼀） 主要な居
室の電灯

主要な居室に電灯がないもの ２０ ３０

（⼆） 共⽤部分
の電灯

共同住宅の共⽤部分に電灯がないもの １０

五 給⽔設備 （⼀） ⽔栓の位
置

⽔栓⼜は井⼾が⼾内にないもの １０ ３０

（⼆） 給⽔源 イ 井⼾⽔を直接利⽤するもの １５

ロ ⾬⽔等を直接利⽤するもの ３０

（三） ⽔栓の使
⽤⽅法

イ ⽔栓を共⽤するもの １０

ロ ⽔栓を⼗⼾以上で共⽤するもの ２０

六 排⽔設備 （⼀） 汚⽔ イ 汚⽔の排⽔端末が吸込みますであるもの １０ ３０

ロ 汚⽔の排⽔設備がないもの ２０



（⼆） ⾬⽔ ⾬樋がないもの １０

七 台所 （⼀） 台所の有
無

台所がないもの⼜は仮設のもの ３０ ３０

（⼆） 台所の設
備

イ 台所内に⽔栓がないもの⼜は流しに排⽔接続がない
もの

１０

ロ 台所内に⽔栓がなく流しに排⽔接続がないもの ２０

（三） 台所の使
⽤⽅法

イ 台所を共⽤するもの １０

ロ 台所を⼗⼾以上で共⽤するもの ２０

⼋ 便所 （⼀） 便所の有
無

便所がないもの⼜は仮設のもの ３０ ３０

（⼆） 便所の位
置

便所が⼾内にないもの １０

（三） 便槽の形
式

イ 便槽が改良便槽であるもの ５

ロ 便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるもの １０

（四） 便所の使
⽤⽅法

イ 便所を共⽤するもの １０

ロ 便所を⼗⼾以上で共⽤するもの ２０

備考
⼀ ⼀の評定項⽬につき該当評定内容が⼆⼜は三ある場合においては、当該評定項⽬についての評点は、該当評定内
容に応ずる各評点のうち最も⾼い評点とする。
⼆ この表において、強度指標Ｃは、次の数値を表すものとする。
Ｃ＝（（０．３・Ａｗ１＋０．２・Ａｗ２＋０．１・Ａｗ３＋０．０７・Ａｃ）／（１２００・ΣＡｆ））・（Ｆｃ／２０）

Ａｗ１＝⼀階の耐⼒壁の断⾯積の総和（両側柱付）（単位 平⽅ミリメートル）

Ａｗ２＝⼀階の耐⼒壁の断⾯積の総和（⽚側柱付）（単位 平⽅ミリメートル）

Ａｗ３＝⼀階の耐⼒壁の断⾯積の総和（柱なし（壁式等の場合））（単位 平⽅ミリメートル）

Ａｃ＝⼀階の独⽴柱の断⾯積の総和（単位 平⽅ミリメートル）

ΣＡｆ＝⼆階以上の床⾯積の総和（単位 平⽅メートル）

Ｆｃ＝コンクリート圧縮強度（単位 ⼀平⽅ミリメートルにつきニュートン）

別表第三 コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅の不良度の測定基準

（い） （ろ） （は） （に） （ほ）

評定区分 評定項⽬ 評定内容 評点 最⾼評
点

⼀ 構造⼀
般の程
度

（⼀） 基礎 イ 耐⼒壁の基礎がコンクリートブロック造で
あるもの

１０ ６０

ロ 耐⼒壁の基礎が⼀体の鉄筋コンクリート造
⼜はコンクリートブロック造でないもの

１５

ハ 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な
構造でないもの

３０

（⼆） 耐⼒壁の配置 イ 耐⼒壁の配置が構造耐⼒上適当でないもの
⼜は耐⼒壁に囲まれた床の⾯積が六⼗平⽅メー
トルを超える室があるもの

１５

ロ 耐⼒壁の配置が構造耐⼒上適当でないもの
で耐⼒壁に囲まれた床の⾯積が六⼗平⽅メート

３０



ルを超える室があるもの

（三） 耐⼒壁の構造 イ 耐⼒壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄
筋、鉄⾻若しくは鉄筋コンクリートによる補強
がなく芋⽬地を含むもの⼜は耐⼒壁の厚さ及び
⻑さが著しく不⾜するもの

１０

ロ 耐⼒壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄
筋、鉄⾻若しくは鉄筋コンクリートによる補強
がなく芋⽬地を含むもの⼜は耐⼒壁の厚さ及び
⻑さが著しく不⾜するもののうち、⼆つの要件
を満たすもの

２０

ハ 耐⼒壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄
筋、鉄⾻⼜は鉄筋コンクリートによる補強がな
く芋⽬地を含むものかつ耐⼒壁の厚さ及び⻑さ
が著しく不⾜するもの

４０

（四） 外壁⼜は界壁 外壁の構造が粗悪なもの⼜は各⼾の界壁が住⼾
の独⽴性を確保するため適当な構造でないもの

２５

（五） 増築が⾏われた外壁
⼜は屋根

増築が⾏われた外壁（屋外側に増築が⾏われた
ものに限る。）⼜は屋根が適当な構造でないも
の

３０

（六） 床 イ 最下階の主要な居室の床の構造が⽊造であ
る場合における床の⾼さが四⼗五センチメート
ル未満のもの⼜は最下階の床以外の床が適当な
構造でないもの

１０

ロ 最下階の主要な居室の床の構造が⽊造であ
る場合における床の⾼さが四⼗五センチメート
ル未満で最下階の床以外の床が適当な構造でな
いもの

２０

（七） 天井 主要な居室の天井の⾼さが⼆・⼀メートル未満
のもの⼜は主要な居室の天井がないもの

１０

（⼋） 開⼝部 主要な居室に採光のために必要な開⼝部がない
もの

１０

⼆ 構造の
劣化⼜
は破損
の程度

（⼀） 床（ただし、床組が
⽊造の場合にあっては、別表
⼀の測定基準及び評点を適⽤
するものとする。）

イ 構造耐⼒上⽀障のあるひび割れがあるも
の、漏⽔があるもの等⼩修理を要するもの

１０ ８０

ロ たわみ⼜は変形があるもの、さび汁が⽬⽴
つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規
模の修理を要するもの

１５

ハ たわみ⼜は変形が⼤きいもの、鉄筋が露出
しさびがあるもの、コンクリートの剝離が多く
あるもの等⼤修理を要するもの

２５

（⼆） 基礎、柱、はり⼜は
耐⼒壁

イ 構造耐⼒上⽀障のあるひび割れがあるも
の、漏⽔があるもの等⼩修理を要するもの

１５

ロ 変形⼜は不同沈下があるもの、さび汁が⽬
⽴つもの、コンクリートの剝離があるもの等中
規模の修理を要するもの

２０

ハ 変形⼜は不同沈下が⼤きいもの、鉄筋が露
出しさびがあるもの、コンクリートの剝離が多
くあるもの等⼤修理を要するもの

４０



ニ 変形⼜は不同沈下が著しく崩壊の危険のあ
るもの

８０

（三） 壁（耐⼒壁を除
く。）

イ 構造耐⼒上⽀障のあるひび割れがあるも
の、漏⽔があるもの等⼩修理を要するもの

１０

ロ 変形があるもの、さび汁が⽬⽴つもの、コ
ンクリートの剝離があるもの等中規模の修理を
要するもの

１５

ハ 変形が⼤きいもの、鉄筋が露出しさびがあ
るもの、コンクリートの剝離が多くあるもの等
⼤修理を要するもの

２５

（四） 外壁 イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剝落の恐れの
あるもの

１５

ロ 外壁の仕上材料が剝落し危害を⽣ずるおそ
れのあるもの

２５

（五） 開⼝部 イ 開⼝部上部のまぐさに構造耐⼒上⽀障のあ
るひび割れがあるもの⼜は漏⽔があるもの

１０

ロ 開⼝部上部のまぐさにさび汁が⽬⽴つもの
⼜はコンクリートの剝離があるもの

１５

（六） 屋根（ただし、⼩屋
組が⽊造の場合にあっては、
別表⼀の測定基準及び評点を
適⽤するものとする。）

イ 構造耐⼒上⽀障のあるひび割れがあるもの
⼜は防⽔材料の劣化、屋上部分の破損等により
⾬もりのあるもの

１０

ロ たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が
⽬⽴つもの⼜はコンクリートの剝離があるもの

１５

ハ たわみ若しくは変形が⼤きいもの⼜は鉄筋
が露出しさびがあるもの

２５

三 防⽕上
⼜は避
難上の
構造の
程度

（⼀） 外壁、開⼝部等 イ 外壁若しくは屋根の構造⼜は開⼝部の防⽕
設備が不備であるため防⽕上⽀障があるもの

１５ ６０

ロ 外壁若しくは屋根の構造⼜は開⼝部の防⽕
設備が著しく不備であるため防⽕上危険がある
もの

３０

（⼆） 防⽕区画、界壁等 イ 防⽕上必要な防⽕区画、各⼾の界壁、⼩屋
裏隔壁等が不備であるため防⽕上⽀障があるも
の

１５

ロ 防⽕上必要な防⽕区画、各⼾の界壁、⼩屋
裏隔壁等が著しく不備であるため防⽕上危険が
あるもの

３０

（三） 廊下、階段等 イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備で
あるため避難上⽀障があるもの

１５

ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく
不備であるため避難上危険があるもの

３０

四 電気設
備

（⼀） 主要な居室の電灯 主要な居室に電灯がないもの ２０ ３０

（⼆） 共⽤部分の電灯 共同住宅の共⽤部分に電灯がないもの １０

五 給⽔設
備

（⼀） ⽔栓の位置 ⽔栓⼜は井⼾が⼾内にないもの １０ ３０



（⼆） 給⽔源 イ 井⼾⽔を直接利⽤するもの １５

ロ ⾬⽔等を直接利⽤するもの ３０

（三） ⽔栓の使⽤⽅法 イ ⽔栓を共⽤するもの １０

ロ ⽔栓を⼗⼾以上で共⽤するもの ２０

六 排⽔設
備

（⼀） 汚⽔ イ 汚⽔の排⽔端末が吸込みますであるもの １０ ３０

ロ 汚⽔の排⽔設備がないもの ２０

（⼆） ⾬⽔ ⾬樋がないもの １０

七 台所 （⼀） 台所の有無 台所がないもの⼜は仮設のもの ３０ ３０

（⼆） 台所の設備 イ 台所内に⽔栓がないもの⼜は流しに排⽔接
続がないもの

１０

ロ 台所内に⽔栓がなく流しに排⽔接続がない
もの

２０

（三） 台所の使⽤⽅法 イ 台所を共⽤するもの １０

ロ 台所を⼗⼾以上で共⽤するもの ２０

⼋ 便所 （⼀） 便所の有無 便所がないもの⼜は仮設のもの ３０ ３０

（⼆） 便所の位置 便所が⼾内にないもの １０

（三） 便槽の形式 イ 便槽が改良便槽であるもの ５

ロ 便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるもの １０

（四） 便所の使⽤⽅法 イ 便所を共⽤するもの １０

ロ 便所を⼗⼾以上で共⽤するもの ２０

備考 ⼀の評価項⽬につき該当評定内容が⼆⼜は三ある場合においては、当該評定項⽬についての評点は、該当評定
内容に応ずる各評点のうち最も⾼い評点とする。


